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医
療
保
険
や
介
護
保
険
に
は
、

支
払
わ
れ
た
自
己
負
担
額
に
つ
い

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
申
請
書
を
送
付

国民健康保険料
夜間・休日納付相談

　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用してくだ
さい。
夜　間　１月19日（月）・20日（火）・22日（木）・23日（金）
　　　　いずれも19：30まで
休　日　１月25日（日）10：00 ～ 15：00
場保険収納課、保険課　市役所本館１階
℡06-6992-1538、1532、1545
※ 来庁時は、夜間休日受付出入口（正面玄関側）を利

用してください。
※ 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐

車場を夜間休日受付出入口（正面玄関側）の前に設
置していますが、駐車台数に限りがありますので、
ご協力をお願いします。

区 分 国保＋介護保険
（70～74歳の世帯）

国保＋介護保険
（70歳未満の世帯）

後期高齢者医療制度
+介護保険

一定以上所得者
（上位所得者） 67万円 126万円 67万円

一　般 56万円 67万円 56万円

市民税非課税Ⅱ 31万円
34万円

31万円

市民税非課税Ⅰ 19万円 19万円

て
、
そ
れ
ぞ
れ
高
額
療
養
費
や
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
制
度
な
ど
に

よ
り
月
単
位
で
上
限
額
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
両
方
を
負

担
し
て
い
る
世
帯
の
負
担
軽
減
を

図
る
た
め
、
高
額
介
護
合
算
療
養

費
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と

は
、
一
年
間
の
医
療
保
険
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
、

一
定
の
限
度
額
を
超
え
る
と
高
額

介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支
給
す

る
制
度
で
す
。
高
額
介
護
合
算
療

養
費
は
世
帯
単
位
で
計
算
し
、
自

己
負
担
限
度
額
は
上
表
の
と
お
り

で
す
。
該
当
者
に
は
高
額
介
護
合

算
療
養
費
支
給
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

※ 

自
己
負
担
額
の
合
算
額
か
ら
自

己
負
担
限
度
額
を
差
し
引
い
た

と
き
、
５００
円
以
上
で
あ
る
場
合

に
支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
ど
ち
ら

か
の
自
己
負
担
額
が
０
円
で
あ

る
場
合
は
支
給
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

合
算
対
象
期
間　
平
成
25
年
８
月

１
日
～
平
成
26
年
７
月
31
日
ま
で

の
12
か
月
間

合
算
対
象
自
己
負
担
額　
保
険
医

療
機
関
な
ど
で
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
の
合
計
額
が
対
象
で
す
。

※ 

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
70
歳
未
満
の
人

は
、
１
つ
の
医
療
機
関
で
月
２

万
１
千
円
を
超
え
た
自
己
負
担

額
の
み
が
合
算
対
象
と
な
り
、

高
額
療
養
費
に
該
当
し
、
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

は
、
そ
の
支
給
額
を
控
除
し
た

額
が
支
給
対
象
で
す
。

申
請
方
法　

≪
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
≫

　
該
当
者
に
は
支
給
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
保
険
課
ま
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 
な
お
、
平
成
25
年
８
月
１
日
～

平
成
26
年
７
月
31
日
ま
で
の
間

に
次
の
事
由
に
該
当
す
る
人

は
、「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
要
な
人
は
、
保
険
課
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

転
入
や
転
出
に
よ
り
保
険
証
が

変
更
と
な
っ
た
人

≪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
≫

　
該
当
者
に
は
府
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
支
給
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
府
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
ま
で
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

※ 

な
お
、
平
成
25
年
８
月
１
日
～

平
成
26
年
７
月
31
日
ま
で
の
間

に
次
の
事
由
に
該
当
す
る
人

は
、
申
請
書
が
送
付
さ
れ
て
い

な
く
て
も
申
請
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
問

い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

転
入
や
転
出
に
よ
り
お
住
ま
い

の
市
町
村
に
変
更
が
あ
っ
た
人

○ 

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
た
人

保
険
の
お
知
ら
せ

申
請
書
の
送
付
時
期

≪
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
≫

問
保
険
課
給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

≪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
≫

問 

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課

℡
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

平
成
27
年
１
月
末
頃
を
予
定

保険もりトピ


